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福岡市保健福祉総合計画策定支援等業務委託 仕様書（案） 

 

１ 委託件名 

  福岡市保健福祉総合計画策定支援等業務委託 

 

２ 目的 

福岡市（以下「本市」という。）が策定している「福岡市保健福祉総合計画」（以下、「計画」とい

う。）は、計画期間が令和８年度までであることから、令和９年度以降も効果的な保健・医療・福

祉に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、次期計画策定に向けた検討を進めてい

る。 

本業務は、次期計画の策定を円滑に遂行するため、次期計画の作成支援、パブリック・コメン

トに向けた計画の印刷・製本・配付等、次期計画の策定に必要な支援等の委託を行うものであ

る。 

  

３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 履行場所 

  福祉局総務企画部政策推進課 ほか 68 か所（別紙１のとおり） 

 

５ 委託内容 

受託者は、以下の業務を行うものとする。（策定スケジュールについては、別紙２を参照） 

（１）次期計画及び次期計画概要版（以下、計画概要版）の冊子版下作成 

・本市が提供する計画原案及び計画概要版の構成案をもとに、内容について助言、修正等

の作成支援を行うとともに、デザイン・レイアウトを行うこと。 

・デザインにあたっては、ユニバーサルデザインに配慮し作成を行うこと。 

・全てのページに音声コードの掲載を行うこととし、掲載にあたり、音声コード読み取り原稿

案（テキストデータ）の作成、音声コードの作成、読み取りテストを行い、本市の求めに応じ

て、読み取り原稿案を提出すること。 
  

   【参考１】計画冊子の印刷規格 ※予定。冊子の印刷は本契約に含まない。 
    ・サイズ A4 判 
    ・頁 数 120 ページ程度（全体の 10％程度のページ数の増減の可能性あり） 
    ・色 数 表紙：カラー片面、本文：カラー両面 
    ・用 紙 表紙：再生コート紙又はコート紙（135 kg）、 

本文：再生マットコート紙又はマットコート紙（90 kg） 
    ・綴じ方 無線綴じ 

 

【参考２】計画概要版の冊子の印刷規格 ※予定。冊子の印刷は本契約に含まない。 
    ・サイズ A4 判 
    ・頁 数 16 ページ程度（全体の 10％程度のページ数の増減の可能性あり） 
    ・色 数 表紙：カラー片面、本文：カラー両面 
    ・用 紙 表紙：再生コート紙又はコート紙（110 kg）、 

本文：再生マットコート紙又はマットコート（110 kg） 
    ・綴じ方 中綴綴じ 
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（２）計画の表紙等のデザイン 

表紙（１点）、中表紙（３点）について、障がい者アート作品を採用すること。 

また、作品の採用にあたっては、市内の障がい者施設等へ広く作品募集の周知を行うとと

もに、募集した作品から採用する作品を選定する方法等は、本市と協議の上、決定すること。 

なお、作品の採用にあたり発生する作品制作者への報酬等の必要経費については、委託費

に含むものとし、受託者は、作品制作者から作品の利用許諾（期間・地域不限定、複製・公衆

送信・翻案を含む）及び著作者人格権不行使の同意を得ること。 

 

（３）パブリック・コメントに係る資料の印刷、製本、配付等 

    パブリック・コメント用の計画及び計画概要版の版下、鑑文、意見用紙を作成し、印刷・製

本及び配付を行うこと。（配付先は、本市の関係施設 69 か所を予定（別紙１参照）） 

規格等については、下記のとおりとする。 

品名 規格等 

計画（パブリック・コメント用） ・A4 判 

・120 ページ程度（全体の 10％程度のページ数の増減の可能性あり） 

・表紙カラー片面、本文カラー両面 

・表紙：上質紙（90kg） 

・本文：上質紙（70kg） 

・無線綴製本 

計画概要版（パブリック・コメ

ント用） 

・A4 判 

・16 ページ程度（全体の 10％程度のページ数の増減の可能性あり） 

・表紙カラー片面、本文カラー両面 

・表紙：上質紙（90kg） 

・本文：上質紙（70kg） 

・中綴製本 

 

    また、印刷物の調達にあたっては、別紙３「グリーン購入の調達者の手引き（環境省資料)」

の 116 ページ「印刷」に記載の「特定調達品目及び判断の基準」を満たすこと。 

（グリーン購入の調達者の手引き 121 ページに記載の「印刷の判断の基準の概要と発注時の

確認事項」をすべて満たすこと。） 

加えて、「資材確認表」及び「印刷工程チェックリスト」を提出すること。 

＜「資材確認表」及び「印刷工程チェックリスト」＞ 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html 

 

（４）会議録の作成 

次に掲げる会議について、本市が提供する音声データを基に会議録を作成すること。  

各会議の開催後、５営業日以内に納品すること。 

①  福岡市保健福祉審議会総会：２回 

（開催時期は、令和８年 11 月、令和９年２月に各１回を予定） 

②  福岡市保健福祉審議会専門分科会：11 回程度 

（開催時期は、令和８年７月と 10 月に各４回、同年 11 月に１回、令和９年２月に２回を予定） 

  ①、②いずれも会議１回につき、２時間程度 
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６ 成果品 

「５ 委託内容」における成果物は、下表のとおりとする。 

なお、具体的な提出の方式や提出時期については、本市と協議の上決定するものとする。 

成果品名 形式 媒体・部数等 納品時期 備考 

計画 

（審議会用） 

word 形式 

A4 判 

カラー 

CD-R 令和８年５月下旬 

・元データは 5 月中旬に

本市から提供 

計画概要版 

（審議会用） 

word 形式 

A4 判 

カラー 

CD-R 令和 8 年 9 月中旬 

・元データは９月上旬に

本市から提供 

計画 

（パブリック・コメ

ント用） 

word 形式 

A4 判 

カラー 

CD-R 令和８年 12 月上旬 

・元データは11月下旬に

本市から提供 

・鑑文、意見用紙のデー

タも併せて納品すること 

計画概要版 

（パブリック・コメ

ント用） 

word 形式 

A4 判 

カラー 

CD-R 令和８年 12 月上旬 

・元データは11月下旬に

本市から提供 

計画冊子 

（パブリック・コメ

ント用） 

５（３）記載の規格

等のとおり 
1000 部程度 令和８年 12 月中旬 

・鑑文、意見用紙とセット

にすること 

計画概要版冊子 

（パブリック・コメ

ント用） 

５（３）記載の規格

等のとおり 
1000 部程度 令和８年 12 月中旬 

 

計画 

（冊子印刷用） 

インデザイン形式 

A4 判 

カラー 

アウトラインあり 

CD-R 令和９年 3 月中旬 

・画像、フォントの埋め込

み等、完全に入稿できる

状態にすること 

・表紙・中表紙デザイン

含む 

・版下作成にあたって

は、文字校正は３回以

上、色校正１回以上行う

こと。 

計画概要版 

（冊子印刷用） 

インデザイン形式 

A4 判 

カラー 

アウトラインあり 

CD-R 令和９年 3 月中旬 

・画像、フォントの埋め込

み等、完全に入稿できる

状態にすること 

・版下作成にあたって

は、文字校正は３回以

上、色校正１回以上行う

こと。 

・表紙は計画の表紙と共

通のデザインを使用する

こと 

会議録 
word 形式 

Ａ４・横書き 
CD-R 

各会議の開催後、 

５営業日以内 

会議１回につき、２時間

程度 
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７ その他留意事項 

(１)本委託業務の実施に当たっては，本仕様書及び本市の指示に従って誠実に実行すること。  

（２）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈に疑義が生じた場合や、業務内容の変更

又は追加が生じる場合は、本市と受託者が協議の上、対応を決定するものとする。 

(３)関係法令を遵守のうえ、業務を行うこと。 

(４)納品物の著作権その他関係情報の一切の権利は本市に帰属するものとする。ただし、障が

い者アート採用作品を除く。 

（５）受託者は、納品物に係る著作者人格権を行使しないものとする。また、受託者は本委託に

おける納品物の制作に関与したものについて、著作権を主張させず、著作者人格権につい

ても行使させないことを約するものとする。 

（６）本市は、納品物の一部について差し替え、削除及び追加の必要が生じた場合には、本市ま

たは受託者以外の事業者に委託し、その改変を行うことができるものとする。 

（７）本市は、納品物を他の広報物に使用できるものとする。また、本市が認める場合に、受託者

は第三者による納品物の使用を了承するものとし、使用料がかからないこととする。 

（８）上記（7）の場合において、受託者以外の著作者の許諾が必要な場合には、受託者がその

手続きを行うものとする。 

（９）受託者は、納品物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の諸権利を侵害する

ものではないことを保証することとし、納品物について第三者の権利を侵害していた場合に

生じる問題の一切の責任は受託者が負うものとする。 

（10）著作権・肖像権処理等、権利関係に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任において

対応し、発注者は責任を負わないものとする。 

（11）この業務を第三者に再委託することは原則禁止とする。ただし、書類等の印刷、備品・消

耗品等の購入等の付帯業務については、この限りではない。 
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